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（まちづくり委員会資料） 
令和５年１２月 
都 市 計 画 局 

 
盛土規制法の規制区域（案）について 

 
令和３年７月の静岡県熱海市での大雨に伴う大規模な土石流災害等を教訓として、

土地の用途にかかわらず危険な盛土等を包括的に規制するため、宅地造成等規制法が

抜本的に改正され、宅地造成及び特定盛土等規制法（以下、「盛土規制法」という。）

が令和５年５月２６日に施行されました。 
本市においては、盛土規制法に基づく宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制

区域の指定に向けて、調査を進めてきており、この度、規制区域（案）をとりまとめ

たので御報告します。  
 

 
１ 「宅地造成等工事規制区域」及び「特定盛土等規制区域」 

⑴ 宅地造成等工事規制区域（通称、宅造区域） 

市街地や集落、その周辺など、盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうる 
エリアを指定します。 

 
⑵ 特定盛土等規制区域（通称、特盛区域） 

市街地や集落などから離れているものの、地形等の条件から、盛土等が行われ 
れば人家等に危害を及ぼしうるエリア等を指定します。 

 
⑶ 規制区域（案）の範囲 

本市全域を上記いずれかの規制区域に指定します。 
別紙を御参照ください。 

 
⑷ 規制区域図の閲覧 

規制区域（案）は、各区役所・支所・出張所に配架します。また、京都市情報 
館においても掲載します。 

 
２ 規制区域指定の予定日 

令和６年６月６日（木） 
上記の予定日までは、盛土規制法の効力は生じません。 

 
３ 経過措置 

規制区域指定の予定日までは、旧法の宅地造成等規制法が適用されます。 
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別紙 
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 参考資料 

（参考１）規制区域の概念図 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考２）許可対象行為のイメージ 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・1〜2m 超の崖が生じる 
・崖は生じないが、 
盛土で高さが 2m 超 

・面積が 500m2 超 

・2〜5m 超の崖が生じる 
・崖は生じないが、 
盛土で高さが 5m 超 

・面積が 3,000m2 超 

宅地造成等工事規制区域 (宅造区域) 
市街地や集落、その周辺など、盛土等が行われれば
人家等に危害を及ぼしうるエリアを指定 

特定盛土等規制区域(特盛区域) 
市街地や集落などから離れているものの、 
地形等の条件から、盛土等が行われれば 
人家等に危害を及ぼしうるエリアを指定 
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参考資料 

 
 

（参考３）盛土規制法と土砂条例・旧宅造法による規制区域と規制内容の比較
（青字：許可に係る記載、緑字：届出に係る記載）

根拠法令/条例 旧宅造法 土砂条例

区　域 500㎡超の盛土 3,000㎡以上の盛土 500㎡超の盛土 3,000㎡超の盛土

宅地造成に伴い災害が発生する
おそれがある区域

法律に基づき、許可の対象
（宅地造成工事規制区域） 182㎢

（市域の22％）

それ以外の区域 規制なし

集落の区域

それ以外の区域
828㎢

（市域全域）

法律に基づき、届出の対象
　　　　　（特盛区域）

法律に基づき、許可の対象
　　　　　（特盛区域）

指導・監督措置
法律に基づく
　勧告・命令・代執行

条例に基づく
　命令（・代執行）

罰　則
（法人・個人）
懲役１年以下　又は
５０万円以下の罰金

（法人・個人）
懲役２年以下　又は
１００万円以下の罰金

新宅造法（盛土規制法）

法律に基づき、許可の対象
　　　　（宅造区域）

条例に基づき、許可の対象
（全市が対象）

改正後現　行 宅造法の
規制区域面積の

新旧比較

法律に基づき、許可の対象
　　　　（宅造区域）

法律に基づく
　勧告・命令・代執行　（※届出対象も含む）

（法人）３億円以下の罰金
（個人）懲役３年以下　又は　１，０００万円以下の罰金

都市計画区域外（北部山間部）

都市計画区域内（市街化区域、市街化調整区域）

規制なし

条例に基づき、許可の対象
（全市が対象）


